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「ユースエール認定企業 5年継続式典」を行います。 

「青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定制度（ユースエール認定制度）については、

平成 27 年 10 月 1 日より施行されており、認定を受けた企業が認定を継続するには、「直近三事業

年度における新規学卒者の離職率が 20％以下」「前事業年度における正社員の月平均所定外労働時

間が 20時間以下」「前事業年度における正社員の有給休暇の年平均取得率が 70％以上または年平均

取得日数が 10日以上」などの厳しい基準適合の確認を受ける必要があります。 

 このたび、福島労働局（局長 河西 直人）では、基準適合に基づき、継続して若者の採用・育

成や雇用管理の改善に取り組まれている企業に対し「ユースエール認定企業５年継続式典」を開催

することといたしました。 

当該式典では、下記の企業に対し本県初となる「ユースエール認定企業 5 年継続証明書」を交付

いたします。 
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・見出しには、本文にない言葉を使わない 

・見出しと本文の用語は統一する（「前年度」「昨年度」など混在させない） 

・具体的な事実、バックデータを明示し内容の信頼性を高める 

・説明文はリリース用にかみ砕く。例えば、予算資料や制度改正資料は一定の知識 

を持つ人が対象なので、こうした添付資料の文章をそのまま使わない 

 

 

 

１ 継続式典  日時：令和 3 年 10 月 21 日（木）11:00～ 

        場所：福島合同庁舎 3 階会議室（福島市霞町１-46） 
 

２ 対象事業主 

〇株式会社 三本杉ジオテック   代表取締役 三本杉 裕 氏 
        所在地 福島市南矢野目字徳元田北 4番地 

従業員（常用労働者）数  13名    【認定年月日 平成 27年 12月 22日】 
 

３ 実績（直近 5 年平均） 
対象年度 H28～R2年度 

有給休暇の平均取得実績 11.6日 

月平均所定外労働時間 1.8時間 

新卒等の定着状況 100％ 

 

４ 取材について 

  交付式会場での写真撮影、交付式後の企業への取材は可能です。 
 

 

 

５ その他 
   新型コロナウイルス感染症予防のため、継続式典中の喚起を行うことを 

  ご了解いただくとともに、下記の項目について取組をお願いします。 

    

 

令和 3年 10月 14日 
【照会先】 

福島労働局職業安定部職業安定課 

課  長    秋元 初雄 

課長補佐    矢内 聡 

地方職業指導官 佐藤 加奈子 

電話 024-529-5396（直通） 

福島労働局発表 Press Release 


